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むつ市議会第１９２回定例会会議録 第５号

平成１９年６月２９日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎表彰状の伝達

◎諸般の報告

第１ 下北駅前整備促進特別委員会委員の選任

【委員長報告、質疑、討論、採決】

第２ 議案第33号 むつ市マリンハウス脇野沢条例

第３ 議案第34号 むつ市かまふせビレッジ条例

第４ 議案第35号 むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例

第５ 議案第36号 むつ市ふれあい温泉川内条例

第６ 議案第37号 むつ市湯野川温泉濃々園条例

第７ 議案第38号 むつ市脇野沢流通センター条例

第８ 議案第39号 むつ市野平高原交流センター条例

第９ 議案第40号 むつ市まちの駅かわうち条例

第10 議案第41号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第11 議案第42号 むつ市税条例の一部を改正する条例

第12 議案第43号 むつ市行政財産目的外使用料徴収条例の一部を改正する条例

第13 議案第44号 むつ市釜臥山スキー場設置条例の一部を改正する条例

第14 議案第45号 むつ市体育館条例の一部を改正する条例

第15 議案第46号 むつ市都市公園条例の一部を改正する条例

第16 議案第47号 むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例

第17 議案第48号 むつ市脇野沢保養センター条例の一部を改正する条例

第18 議案第49号 青森県交通災害共済組合規約の一部を変更する規約

第19 議案第50号 青森県市長会館管理組合規約の一部を変更する規約

第20 議案第51号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員

退職手当組合規約の変更について

第21 議案第52号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森県市町村総合事務

組合規約の変更について

第22 議案第54号 平成19年度むつ市老人保健特別会計補正予算

第23 報告第11号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成18年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算）

第24 報告第12号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成18年度むつ市老人保健特別会計補正予算）

第25 報告第13号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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（平成18年度むつ市介護保険特別会計補正予算）

第26 報告第14号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成18年度むつ市下水道事業特別会計補正予算）

第27 報告第15号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成18年度むつ市簡易水道事業特別会計補正予算）

第28 報告第16号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市税条例の一部を改正する条例）

第29 報告第17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例）

第30 報告第18号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例）

第31 報告第19号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例）

第32 報告第21号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成19年度むつ市用地造成事業会計補正予算）

【議員提出議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第33 議員提出議案第２号 清く、明るく、正しい選挙宣言都市に関する決議

第34 議員提出議案第３号 日豪、日米などＦＴＡ・ＥＰＡ促進路線の転換と、自給率向上にむけた施策の

強化を求める意見書

第35 議員提出議案第４号 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、国内での全頭検査を維持する予算

措置の継続を求める意見書

【建設常任委員会からの申し出】

第36 請願の閉会中の継続審査

【議員派遣】

第37 議員派遣について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（５５人）

１番 山 本 留 義 ２番 白 井 二 郎

３番 村 中 徹 也 ４番 堺 孝 悦

７番 菊 池 一 郎 ８番 新 谷 功

９番 濵 田 栄 子 １０番 髙 田 正 俊

１１番 村 川 壽 司 １２番 柴 田 峯 生

１３番 東 健 而 １４番 澤 藤 一 雄

１５番 石 田 勝 弘 １６番 杉 浦 守 彦

１７番 冨 岡 幸 夫 １８番 佐 藤 司

１９番 久 保 田 昌 司 ２０番 横 垣 成 年

２１番 工  孝 夫 ２２番 大 澤 敬 作

２３番 川 下 八 十 美 ２４番 斉 藤 孝 昭

２５番 松 野 裕 而 ２６番 東 谷 正 司

２７番 東 谷 良 久 ２８番 佐 々 木 隆 徳

２９番 立 石 政 男 ３０番 竹 本 強

３１番 杉 浦 洋 ３２番 福 永 忠 雄

３３番 板 井 磯 美 ３４番 飛 内 賢 司

３６番 田 澤 光 雄 ３７番 德 誠

３８番 佐 々 木 肇 ３９番 鎌 田 ち よ 子

４０番 菊 池 広 志 ４１番 野 呂 泰 喜

４２番 坂 井 一 利 ４３番 目 時 睦 男

４４番 田 髙 利 美 ４５番 澤 田 博 文

４６番 菊 池 清 ４７番 柏 谷 均

４９番 工  清 四 郎 ５０番 服 部 清 三 郎

５１番 杉 本 清 記 ５２番 慶 長 德 造

５３番 千 賀 武 由 ５５番 本 間 千 佳 子

５６番 半 田 義 秋 ５７番 坪 田 智 十 司

５８番 中 村 正 志 ５９番 富 岡 修

６０番 川 端 澄 男

欠席議員（５人）

５番 川 端 一 義 ６番 小 林 正

３５番 赤 松 功 ４８番 千 船 司

５４番 工  直 義
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説明のため出席した者

市 長 職 務
代 理 者 田 頭 肇 収 入 役 田 中 實
副 市 長

公 営 企 業教 育 長 牧 野 正 藏 杉 山 重 一管 理 者

代 表
 池 十  夫 総 務 部 長 齋 藤 純監 査 委 員

総 務 部 総 務 部
税 務 佐 藤 忠 美 理 事 西 堀 敏 夫
調 整 監 出 納 室 長

企 画 部企 画 部 長 阿 部 昇 近 原  栄理 事

保 健 福 祉民 生 部 長 佐 藤 吉 男 佐 藤 節 雄部 長

経 済 部 長 佐 藤 純 一 建 設 部 長 成 田 豊

建 設 部 石 田 三 男 教 育 部 長 新 谷 加 水理 事

公 営 監 査 委 員小 川 照 久 遠 藤 雪 夫企 業 局 長 事 務 局 長

企 画 部企 画 部 千 船 藤 四 郎 副 理 事 鈴 木 克 郎次 長 財 政 課 長

選 挙 管 理 農 業
委 員 会 大 芦 清 重 委 員 会 村 川 修 司
事 務 局 長 事 務 局 長

川 内 大 畑工 藤 昭 治 伴 邦 雄庁 舎 所 長 庁 舎 所 長

脇 野 沢 総 務 部舩 澤 桂 逸 松 尾 秀 一庁 舎 所 長 総 務 課 長

総 務 部総 務 部 総 務 課総 務 課  田 真 澁 田 剛行 政 係行 政 係 長 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 小 島 昭 夫 次 長 髙 田 文 明

総 括 主 幹 工 藤 昌 志 総 括 主 幹 田 諭栁

庶 務 係庶 務 係 長 金 澤 寿 々 子 濱 村 勝 義主 任 主 査

調 査 係 議 事 係石 田 隆 司 葛 西 信 弘主 査 主 任

議 事 係 井 戸 向 秀 明主 事
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◎開議の宣告

午前１０時０５分 開議

〇議長（川端澄男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は54人で定足数に達してお

ります。

◎表彰状の伝達

〇議長（川端澄男） 議事に入る前に表彰状の伝達

を行います。

去る６月19日に開催されました全国市議会議長

会第83回定期総会において、市議会議員在職10年

以上として村中徹也議員、また市議会議員在職

15年以上として菊池一郎議員、髙田正俊議員、石

田勝弘議員が一般表彰を受けておりますので、表

彰状の伝達を行います。

〇事務局長（小島昭夫） それでは、お名前を読み

上げますので、演壇までお願いいたします。

まず、村中徹也議員、お願いいたします。

（ ） 。 、 。〇議長 川端澄男 表彰状 むつ市 村中徹也殿

あなたは市議会議員として10年市政の振興に努め

られその功績は著しいものがありますので第83回

定期総会に当たり本会表彰規程により表彰いたし

ます。

平成19年６月19日、全国市議会議長会会長、藤

田博之。代読。おめでとうございました。

〇事務局長（小島昭夫） 次は、菊池一郎議員、お

願いいたします。

（ ） 。 、 。〇議長 川端澄男 表彰状 むつ市 菊池一郎殿

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努め

られその功績は著しいものがありますので第83回

定期総会に当たり本会表彰規程により表彰いたし

ます。

平成19年６月19日、全国市議会議長会会長、藤

田博之。代読。おめでとうございました。

〇事務局長（小島昭夫） 次に、髙田正俊議員、お

願いいたします。

（ ） 。 、 。〇議長 川端澄男 表彰状 むつ市 髙田正俊殿

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努め

られその功績は著しいものがありますので第83回

定期総会に当たり本会表彰規程により表彰いたし

ます。

平成19年６月19日、全国市議会議長会会長、藤

田博之。代読。おめでとうございました。

〇事務局長（小島昭夫） 次に、石田勝弘議員、お

願いいたします。

（ ） 。 、 。〇議長 川端澄男 表彰状 むつ市 石田勝弘殿

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努め

られその功績は著しいものがありますので第83回

定期総会に当たり本会表彰規程により表彰いたし

ます。

平成19年６月19日、全国市議会議長会会長、藤

田博之。代読。おめでとうございました。

〇事務局長（小島昭夫） 以上であります。

〇議長（川端澄男） これで表彰状の伝達を終わり

ます。

◎諸般の報告

（ ） 、 。〇議長 川端澄男 次は 諸般の報告を行います

まず、６月19日、各委員会に付託いたしました

、 、 、 、議案の審査結果について 総務 産業経済 建設

教育民生の各常任委員長から、それぞれ会議規則

第104条の規定に基づき委員会審査報告書の提出

がありました。なお、報告書はお手元に配布して

ありますので、ごらん願います。

次に、６月22日、本会議終了後の議会運営委員

、 、会において 議員49名から提出がありました清く

明るく、正しい選挙宣言都市に関する決議、議員
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50名から提出がありました日豪、日米などＦＴＡ

・ＥＰＡ促進路線の転換と、自給率向上にむけた

施策の強化を求める意見書及びアメリカ産牛肉の

輸入条件の緩和に反対し、国内での全頭検査を維

持する予算措置の継続を求める意見書について

は、本日この後議員提出議案として上程すること

が決定しておりますので、ご報告申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（川端澄男） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１ 下北駅前整備促進特別委

員会委員の選任

〇議長（川端澄男） 日程第１ 下北駅前整備促進

特別委員会委員の選任を行います。

本件は、１名の欠員が生じましたので、これを

補充するため行うものであります。

お諮りいたします。下北駅前整備促進特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、冨岡幸夫議員を指名したいと思

います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、ただいま指名いたしました冨岡幸夫議員を下

北駅前整備促進特別委員会委員に選任することに

決定いたしました。

◎日程第２～日程第32 委員長報告、

質疑、討論、採決

〇議長（川端澄男） 日程第２ 議案第33号 むつ

市マリンハウス脇野沢条例から、日程第32 報告

第21号 専決処分した事項の報告及び承認を求め

ることについてまでの31件を一括議題といたしま

す。

委員会付託した議案についての各委員会におけ

る審査の経過並びに結果について、各委員長から

報告を求めます。

まず、議案第42号、議案第43号、議案第50号か

ら議案第52号及び報告第16号から報告第19号につ

いて、総務常任委員長の報告を求めます。総務常

任委員長。

（52番 慶長德造議員登壇）

〇52番（慶長德造） 総務常任委員会委員長報告を

いたします。

総務常任委員会に付託されました議案５件、報

告４件について、審査の経過と結果につきまして

ご報告申し上げます。

本委員会は、６月20日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりであります。付託された

報告第16号につきましては、反対討論が出されま

したが、賛成多数で原案のとおり承認すべきもの

と決定いたしました。ほか議案５件、報告３件に

つきましては全会一致で可決、承認すべきものと

決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第42号 むつ市税条例の一部を改

正する条例についてであります。

本案について、理事者側から、地方税法等の一

部改正による新信託法の制定に伴い、地方税法等

の一部改正が行われ、法人課税信託の引き受けを

行う個人事業者に対し、市民税の法人事業割を課

すものであるとの説明がありました。

このことについて、委員から、法人課税信託引

き受けを行う個人事業者は市内にあるのかとの質

疑があり、理事者側からは、現在複雑な信託法と

なっており、全面改正し、本年10月１日から施行
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するもので、事業者の数等はとらえかねるとの答

弁がありました。

次に、議案第43号 むつ市行政財産目的外使用

料徴収条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

本案について、理事者側から、地方自治法の一

部改正に伴い、所要の条文整理を行うためのもの

であるとの説明がありました。

このことについて、委員から、行政財産を目的

外使用している施設を具体的に聞きたい、また建

物全体、一つの建物、施設を目的外使用している

施設はあるのかとの質疑がありました。

理事者側からは、庁舎内の食堂、社会福祉協議

会、記者クラブ、銀行ＡＴＭ、自動販売機等に許

可を出している。また、一軒家をすべて目的外使

用として許可しているものはないとの答弁があり

ました。

さらに、同委員から、旧町村部においても、一

つの施設が目的外使用されている例はないのかと

の質疑があり、理事者側から、目的外使用されて

いるところはあるが、施設すべてを目的外使用で

許可しているものはないとの答弁がありました。

さらに、別の委員から、大畑地区でスクールバ

スが目的に沿わないということで廃止される方向

にあるが、この条例に従って目的外使用すること

は可能かとの質疑があり、理事者側からは、バス

については行政財産の中に含めた解釈はしていな

いため、この条例には適用されないとの答弁があ

りました。

次に、議案第50号 青森県市長会館管理組合規

約の一部を変更する規約についてであります。

本案について、理事者側から、地方自治法の一

部改正により、助役及び収入役制度の見直しが行

われたことにより組合規約を変更するものである

との説明がありましたが、委員からの質疑はあり

ませんでした。

次に、議案第51号 青森県市町村職員退職手当

組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県

市町村職員退職手当組合規約の変更についてであ

ります。

本案について、理事者側から、青森県市町村職

員退職手当組合の構成団体の解散及び組織の変更

並びに地方自治法の一部改正に伴い、同組合を組

織する団体数を減少するための組合規約を変更す

るためのものであるとの説明がありました。

このことについて、委員から、青森県市町村税

滞納整理組合は解散されたのか、どのような組織

なのか、またむつ市はこれに加盟していないのか

との質疑に対して、理事者側から、旧町村では職

員数の限りもあり、この組合にお願いして滞納者

の収納事務を行っていた。収納できた場合は、そ

の何％かを支払う制度で活用していたが、合併後

のむつ市では、この制度は活用しておらず、他の

市町村で活用しているとの答弁がありました。

また、別の委員から、その組合に依頼する場合

と、職員自らが徴収する場合は、どちらの徴収率

がよいのかとの質疑があり、理事者側から、滞納

整理組合は職員が５人程度しかおらず、効率は余

りよくないのではないか、市では収納職員が10人

ぐらいおり、収納のノウハウは市の方があるとい

う自負の中で収納事務を行っているとの答弁があ

りました。

次に、議案第52号 青森県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体数の増加及び青森県市町

村総合事務組合規約の変更についてであります。

本案について、理事者側から、当組合に青森県

後期高齢者医療広域連合が加入することに伴い同

組合を組織する団体を増加し、それに伴い組合規

約を変更するものであるとの説明がありました

が、委員からの質疑はありませんでした。

次に、報告第16号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。
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これについて、理事者側から、地方税法等の一

部改正に伴い、平成19年度の課税事務に密接な関

連を有することから専決処分したものであり、主

な改正としては、株式譲渡等に係る市民税の軽減

措置の期限延長、バリアフリー改修に係る固定資

産税の軽減措置等が主なものであるとの説明があ

りました。

このことについて、委員から、株取引に係る所

得税の軽減措置を延長し、株取引する方に有利な

。 。条例になっているのか たばこ税が上がったのか

また、国民健康保険税の限度額を53万円から、今

度は56万円まで課税してよいということか。もし

そうであれば、引き上げないで53万円にできない

ものかとの質疑がありました。

、 、 、これについて 理事者側から 株取引について

一般の個人投資家に対し、有利な税率をもう一年

延長するということである。たばこ税の値上げは

去年の７月であり、今回の改正は定率減税等も終

わったことから、附則での課税額を本則に戻すと

いう改正であるので、値上げではない。また、国

保税は社会保険料の性格であり、課税額が余り高

くならないように課税限度額が設定されている。

ただ、余り低くすると中間所得層の方々の負担が

ふえるので、何年かに１度見直しをしている。こ

こ三、四年見直ししていないので、今回国で見直

し、３万円必要ということであるとの答弁があり

ました。

さらに、同委員から、限度額は市で独自に決め

ることができるのか、国が決めたから自動的にや

らなくてはいけないのかとの質疑があり、理事者

側から、国で割合を勘案しており、市が独自に決

めているものではない。むつ市は国民健康保険税

だが、厚生労働省所管の国民健康保険料としてい

る自治体もあり、その保険料も限度額を３万円上

げ、全国的に同じであるとの答弁がありました。

また、別の委員からは、バリアフリーに係る固

定資産税の減免を具体的に説明してほしいとの質

疑があり、理事者側から、改築したり、増築した

りして、バリアフリーでかかった方々に固定資産

税の３分の１を軽減するものであるとの答弁があ

りました。

さらに、別の委員から、もし専決処分せず、６

月定例会に議案として上程するとどうなるのかと

の質疑がありました。理事者側からは、国の法律

が変わっても条例を改正しなければ前の条例が生

きている。６月定例会となると約３カ月分の税が

前の税条例で賦課することとなる。県のペナルテ

ィーもあり、事務的にも２段階の税徴収となって

しまうことから、これまでも専決処分して、４月

１日から施行しているとの答弁がありました。

次に、報告第17号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

これについて、理事者側から、平成19年度の課

税事務に密接な関連を有することから専決処分し

たものであり、主な改正としては、租税特別措置

法に係る固定資産税の税率の特例の適用期限に関

する改正、租税特別措置法の改正等に伴う条文整

理であるとの説明がありました。

このことについて、委員から、不動産取引

2,700万円以上を不均一課税にすることで効果は

あったのかとの質疑があり、理事者側から、不均

一課税の対象は土地、建物と償却資産が2,700万

円以上の設備の方を軽減するものであるが、今の

ところ半島振興法を申請し、軽減している団体は

ないとの答弁がありました。

、 、 、さらに 同委員から 利用したい方がいるのに

利用しづらいところがあるのか、2,700万円を取

っ払ってしまうとか、むつ市独自の振興策として

できないものかとの質疑がありました。理事者側

から、この半島振興法も企業誘致の一環であり、

税を軽減するから、ぜひ来てもらえないかという

ことが目的である。それに対して今のところそう
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いう方がいない、また誘致企業だけでなく市内の

企業でも製造業、旅館業で新しく設備をふやした

、 、方には 税の軽減を３年間するということなので

利用できる企業であれば、どんどんやっていただ

きたいとの答弁がありました。

また、別の委員から、本報告が承認されない場

合どのような影響があるのかとの質疑があり、理

事者側から、前条例は平成19年３月31日までなの

で、本報告が施行されなければ不均一課税は失効

するとの答弁がありました。

さらに、同委員から、前の議案も同じような解

釈でいいのか、失効してしまうのかとの質疑があ

り、理事者側から、前の議案も株式譲渡に係る軽

減措置の期限延長なので、これが通らなければそ

の分も失効するとの答弁がありました。

次に、報告第18号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

これについて、理事者側から、平成19年度の課

税事務に密接な関連を有することから、専決処分

したものであるとの説明がありましたが、委員か

らの質疑はありませんでした。

次に、報告第19号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

これについて、理事者側から、後期高齢者医療

制度のスタートに先駆けて、本年４月１日から、

青森県後期高齢者医療広域連合へ職員を派遣して

おり、その職員への単身赴任手当の支給に係る規

定を追加したものであるとの説明がありました。

このことについて、委員から、むつ市の職員も

派遣するのか、広域連合の職員構成についての質

疑がありました。これに対して理事者側から、む

つ市でも既に１名派遣しており、派遣期間は最低

、 。 、３年 その後新たな職員を派遣する 広域連合は

県の職員と市町村の職員で構成され、各市からは

毎年派遣されるが、町村については数年に１回の

派遣となるとの答弁がありました。

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わりま

す。

〇議長（川端澄男） これで総務常任委員長の報告

を終わります。

次は、議案第33号、議案第36号から議案第40号

及び議案第48号について、産業経済常任委員長の

報告を求めます。産業経済常任委員長。

（28番 佐々木隆徳議員登壇）

〇28番（佐々木隆徳） 産業経済常任委員会に付託

されました議案７件について、審査の経過と結果

をご報告申し上げます。

本委員会は、６月20日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布の委員会審査報告

書のとおりでありますが、議案第48号につきまし

ては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。

その他の議案６件につきましてはご異議があ

り、反対討論が出されましたが、賛成多数で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

議案第33号 むつ市マリンハウス脇野沢条例に

ついてでありますが、理事者側から、むつ市マリ

ンハウス脇野沢を公の施設とし、その管理運営に

指定管理者制度を導入するためのものであるとの

説明がありました。

本案に対して、委員から、施設の老朽箇所等に

ついて、補修、改修した後に指定管理者制度に移

行した方が民間活力を生かせるのではないのかと

の質疑があり、それに対し、理事者側からは、指

定管理者制度移行前に大規模な改修をすることは

財政的に困難であるが、補修が必要な部分につい

ては徐々に対応していくとの答弁がありました。

また、同委員から、指定管理者の選定方法につ

いての質疑があり、それに対し、理事者側から、



- 162 -

指定管理者の選定方法については、公募の結果、

応募団体が二つ以上ある場合には、指定管理者選

定委員会での協議のうえ、選定することとなると

の答弁がありました。

さらに、別の委員から、将来的にマリンハウス

脇野沢と脇野沢流通センターを一体化させるので

あれば、指定管理者は同一業者になるのかとの質

疑があり、理事者側から、来年４月をめどに二つ

の施設について、同一の指定管理者にお願いする

ことを考えているとの答弁がありました。

次に、議案第36号 むつ市ふれあい温泉川内条

例についてでありますが、理事者側から、むつ市

ふれあい温泉川内の管理運営に指定管理者制度を

導入するためのものであるとの説明がありまし

た。

本案に対して、委員から、指定管理者制度に移

行した場合、以前からその施設で営業している業

者の営業継続を保護する条例を今後新たに制定し

ないのかとの質疑があり、理事者側から、指定管

理者制度は現在営業している業者を保護すること

を予定しておらず、原則的には指定管理者の意向

を尊重し、経営について制限を加えないとの答弁

がありました。

次に、議案第37号 むつ市湯野川温泉濃々園条

例についてであります。

本案について、理事者側から、むつ市国定公園

湯野川休憩所の名称をむつ市湯野川温泉濃々園に

改めるとともに、その管理運営に指定管理者制度

を導入するためのものであるとの説明がありまし

たが、委員からの質疑は特にありませんでした。

次に、議案第38号 むつ市脇野沢流通センター

条例についてでありますが、理事者側から、むつ

市脇野沢流通センターの管理運営に指定管理者制

度を導入するためのものであるとの説明がありま

した。

本案に対して、委員から、議案第36号と同様に

指定管理者制度へ移行するに当たり、施設内で現

在営業中の業者の経営継続を保護する協定はない

のかとの質疑があり、理事者側から、議案第36号

同様、指定管理者制度の原則が適用されるため、

現在営業中の業者が営業を継続できると言い切れ

るものではないとの答弁がありました。

次に、議案第39号 むつ市野平高原交流センタ

ー条例についてであります。

本案について、理事者側から、むつ市野平高原

交流センターの管理運営に指定管理者制度を導入

するためのものであるとの説明がありましたが、

委員からの質疑は特にありませんでした。

次に、議案第40号 むつ市まちの駅かわうち条

例についてであります。

本案について、理事者側から、むつ市まちの駅

かわうちの管理運営に指定管理者制度を導入する

ためのものであるとの説明がありましたが、委員

からの質疑は特にありませんでした。

次に、議案第48号 むつ市脇野沢保養センター

条例の一部を改正する条例についてであります。

理事者側から、むつ市脇野沢保養センターの名

称を変更するとともに、所要の条文整備をするた

めのものであるとの説明がありました。

本案に対して、委員から、脇野沢保養センター

の老朽化が著しく、またボイラーの故障による休

館日が非常に多いこと等により、入浴客の足が遠

ざからないよう補修、管理等に力を入れてほしい

との要望があり、理事者側から、大規模な改修は

、 、 、困難だが 平成18年度 平成19年度と予算計上し

補修を実際に行っており、また脇野沢地区唯一の

温泉施設ということを考慮し、管理についても今

後一層努力していくとの答弁がありました。

また、別の委員から、指定管理者制度に移行す

ることにより、集会施設使用料が値上がりになる

のかという質疑があり、理事者側から、指定管理

者制度移行前と使用料金は同一との答弁がありま
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した。

以上で、産業経済常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（川端澄男） これで産業経済常任委員長の

報告を終わります。

次は、議案第35号、報告第14号、報告第15号及

び報告第21号について、建設常任委員長の報告を

求めます。建設常任委員長。

（34番 飛内賢司議員登壇）

〇34番（飛内賢司） 建設常任委員会委員長報告を

申し上げます。

建設常任委員会に付託されました議案１件、報

告３件について、審査の経過と結果をご報告申し

上げます。

本委員会は、６月20日、関係部局長等の出席を

求めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりであります。付託された

議案第35号につきましては、反対討論が出されま

したが、賛成多数で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

ほか報告３件については、全会一致で承認すべ

きものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第35号 むつ市早掛レイクサイド

ヒルキャンプ場条例についてでありますが、本案

について理事者側から、施設の管理運営に指定管

理者制度を導入するために同条例を全部改正する

ものであるとの説明がありました。また、この条

例で施設の使用期間を４月28日から10月31日まで

と定めており、11月から翌年３月までの間が休み

の状態となることから、管理を希望する団体があ

るかどうかという心配もあるため、市で管理して

いる他の施設との組み合わせも今後検討していく

考えであるとの説明がありました。

これに対し委員から、11月から３月までの冬期

間は、市で管理する他の施設との組み合わせも今

後検討するとのことであるが、どのような施設が

あるのか質疑があり、理事者側から、まだ内部協

議の段階であるが、冬期間オープンするスキー場

などと組み合わせ、年間を通しての委託管理がで

きるよう検討していきたいとの答弁がありまし

た。

次に、報告第14号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

本案について理事者側から、下水道事業費の決

算見込み等により、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ7,617万5,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,358万

3,000円とするため、平成18年度むつ市下水道事

業特別会計補正予算を専決処分したものであると

の説明がありました。

これに対し委員から、受益者負担金の前納報奨

金の対象となった件数と金額について、また今後

前納報奨金の見直し等について質疑があり、理事

者側から、前納報奨金については、むつ地区36件

で44万3,300円、川内地区171件で246万2,400円、

脇野沢地区33件で20万2,670円であるとの答弁が

ありました。また、前納報奨金の率も合併後旧市

町村の率をそのまま採用してきたが、税の報奨金

の率と比較すれば高いことなどから、今後は検討

を考えたいとの答弁がありました。

次に、報告第15号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

本案について、理事者側から、簡易水道事業費

の決算見込み等により、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ557万4,000円を減額をし、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,111万円と

するため、平成18年度むつ市簡易水道事業特別会

計補正予算を専決処分したものであるとの説明が

ありました。
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これに対し委員から、将来的に簡易水道から上

水道への移行の見通しについて質疑があり、理事

者側から、現施設が老朽化している状況等から、

公営企業局とも協議しながら進めようとしている

段階であるとの答弁がありました。

次に、報告第21号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

本案について、理事者側から、平成18年度むつ

市用地造成事業会計の決算見込みにおいて、歳入

合計で2,501万9,011円、それに対し歳出合計が

14億6,721万3,454円となり、歳入が歳出に対して

不足する額14億4,219万4,443円を補てんするため

の措置として、平成19年度予算の歳入から繰上充

用するため、平成19年度むつ市用地造成事業会計

補正予算を専決処分したものであるとの説明があ

りました。

これに対し委員から、住宅用地の処分方法につ

いて質疑があり、理事者側から、市政だより等で

の公募、あるいは県の住宅供給公社へのあっせん

依頼などの努力はしているものの、なかなか購入

希望者がないとのことでありました。また、価格

を下げての売り払いも検討しているが、市有財産

であることと、既に購入済みの方々との均衡等を

考えれば、やはり適正価格で売り払いすべきであ

るとの答弁がありました。

このほか別の委員からも、保有資産の処分に当

たっては、本常任委員会でも検討しながら提案し

ていく必要があるのではないかとの意見がありま

した。

以上で、建設常任委員会の審査報告を終わりま

す。

〇議長（川端澄男） これで建設常任委員長の報告

を終わります。

次は、議案第34号、議案第41号、議案第44号か

ら議案第47号、議案第49号、議案第54号及び報告

第11号から報告第13号について、教育民生常任委

員長の報告を求めます。教育民生常任委員長。

（45番 澤田博文議員登壇）

〇45番（澤田博文） 教育民生常任委員会に付託さ

れました議案８件、報告３件について、審査の経

過と結果をご報告申し上げます。

本委員会は、６月20日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、議案第

34号及び議案第44号から議案第46号の４件につい

てはご異議がありましたが、賛成多数で、ほか７

件の議案及び報告につきましては全会一致で原案

のとおり可決及び承認すべきものと決定いたしま

した。

以下、審査の経過において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、議案第34号 むつ市かまふせビレッジ

条例についてであります。

これについて、理事者側から、本条例は釜臥山

スキー場とともにかまふせビレッジを指定管理に

供するための改正であり、同時に許可権者を教育

委員会から市長に改めるものであるとの説明があ

りました。

本案に対しては、委員から、かまふせビレッジ

は釜臥山スキー場と一体的な施設と認識している

が、どのように指定管理者制度を導入するのかと

の質疑があり、理事者側からは、かまふせビレッ

ジと釜臥山スキー場は一体的な施設として一つの

団体を指定管理者とする予定であるとの答弁があ

りました。さらに、同委員から、制度導入のメリ

ットを問う質疑があり、理事者側からは、現在か

まふせビレッジや釜臥山スキー場及びむつ運動公

園は同じ職員によって運営されているため、それ

ぞれ期間を分けて運営せざるを得ないが、指定管

理者制度を導入して施設を一体的に取り扱うこと

により、運営期間の延長等柔軟な管理運営が可能
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となることが見込まれるとの答弁がありました。

次は、議案第41号 むつ市育英基金条例の一部

を改正する条例についてであります。

これについて、理事者側から、当市の人材育成

にという趣意を持ち、むつ地区更生保護女性会、

アイ・ラブ・アックス制作委員会及び木村龍二氏

より寄附を受けたので、これをむつ市育英基金に

組み入れるためのものであるとの説明がありまし

たが、委員からの質疑は特にありませんでした。

次は、議案第44号 むつ市釜臥山スキー場設置

条例の一部を改正する条例についてであります。

これについて、理事者側から、本案はむつ市釜

臥山スキー場に指定管理者制度を導入するための

改正であるとの説明がありました。

本案に対して、委員から、同施設に指定管理者

制度を導入するに至った理由を問う質疑があり、

理事者側からは、制度導入によって施設運営に必

要な約20名分の民間雇用が創出され、さらに約

1,000万円の経費削減が期待できるほか、営業期

間の拡大や自主営業によって、より親しまれるス

キー場に変容することが期待されるためであると

の答弁がありました。

続いて、他の委員から、３年間をめどに指定管

理者を指定し、３年が経過した後に改めて審査を

するとのことであるが、その際指定管理者を希望

する団体があらわれない場合はどうするのかとの

質疑があり、理事者側からは、今回の改正は当該

施設に対し指定管理者制度を導入できるようにす

るものであり、無理に制度導入を図るものではな

い、また導入当初ということで期間を３年として

いるが、３年後に応募者がいない場合には民間で

は無理だと判断せざるを得ず、直営管理とするほ

かないとの答弁がありました。

本案に対しては、複数の委員から、施設の安全

管理と事故発生時における市と指定管理者双方の

責任の範囲を問う質疑があり、理事者側からは、

索道事業に関しては安全管理が最も重要であるこ

とから、必要な講習を毎年受講し、現場で的確な

判断を行うことができる人材を有していることが

指定管理者となる条件である。また、事故発生時

の責任については、協定においての取り扱いによ

ってその所在は変わってくるものであるが、いず

れにせよ施設管理者としての教育委員会の責任は

免れ得ないと考えているとの答弁がありました。

次は、議案第45号 むつ市体育館条例の一部を

改正する条例についてであります。

これについて、理事者側から、本案はむつ市民

体育館を指定管理に供するための改正であるとの

説明がありました。

本案に対して、委員から、当該施設に対する指

定管理者制度の導入によって生ずると予想される

行財政効果を問う質疑があり、理事者側からは、

むつ運動公園や釜臥山スキー場とともに、むつ市

民体育館についてもこれらの施設と同一の団体が

指定管理者となることによって、年間を通じての

雇用の創出や管理運営費の低減化、ひいては指定

管理料の削減を期待することができるとの答弁が

ありました。

次に、市内の運動施設すべてを指定管理に供す

る方向で考えているのかとの質疑があり、理事者

側からは、現在のところ指定管理者制度を導入す

る予定がないのは、脇野沢地域交流センター、川

内体育館及び川内球場のあるふれあいスポーツパ

ークの３施設であるが、ふれあいスポーツパーク

については、過疎地域自立促進計画において平成

21年度までに整備を実施することが検討されてお

り、それ以降に指定管理者制度の導入を考えてい

きたいとの答弁がありました。

続いて、他の委員から、指定管理者の指定を行

、 、 、う前に 苦情のあるトイレや暖房 床等について

ある程度の整備を行うのかとの質疑があり、理事

者側からは、多額の費用がかかるため、なかなか
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整備に着手できない状況にあるが、指定管理に移

行した後に支障があれば、個々に対応していくこ

とになるとの答弁がありました。

次は、議案第46号 むつ市都市公園条例の一部

を改正する条例についてであります。

これについて、理事者側から、本条例ではこれ

まで指定管理者制度を導入できる施設は大畑中央

公園内の施設に限定していたが、むつ運動公園に

も指定管理者制度を導入すべく条文の一部を整備

するものであるとの説明がありました。

本案に対しては、委員から、条例中にむつ運動

公園内の施設として記載されている相撲場及びプ

ールについて、その現況を問う質疑があり、理事

者側からは、条例中に記載されている施設はすべ

て建設当時から存在するということで規定されて

いるが、相撲場、排球場、プールについては現在

使用できない。しかしながら、これらを本条例か

ら削除すると面積要件等さまざまな点に影響があ

るため、法律上これらについては単純に削除する

わけにはいかないものであるとの答弁がありまし

た。

次に、大畑中央公園とむつ運動公園について、

一つの条例で指定管理者を２団体指定することに

ついて不都合はないのかとの質疑があり、理事者

側からは、これらの施設が一体的に活用される機

会はほとんどないと考えられることから、別個の

指定管理者でも差し支えないものと思っていると

の答弁がありました。

次に、釜臥山スキー場、むつ市民体育館、むつ

運動公園については、条例は別だが一つの団体を

指定管理者としたいとのことであり、他方で大畑

中央公園とむつ運動公園については、同じ条例で

規定されてはいるが、おのおの別個の指定管理者

を指定したいとのことであるが、このように複雑

に指定管理者を指定することに至った経緯を問う

質疑があり、理事者側からは、釜臥山スキー場、

むつ市民体育館、むつ運動公園の３施設は現在同

一の職員が管理を行っており、通年雇用の確保と

いう観点から考慮すると、同一の団体が管理した

方がよいと判断したものである。また、大畑中央

公園については、これまでの管理実績を踏まえた

うえで財団法人むつ市教育振興会を指定管理者と

しているとの答弁がありました。

なお、本案に対しても議案第44号と同様に安全

管理と責任の範囲に関する質疑応答があり、市や

指定管理者の責任の範囲を明確に規定すべきとの

複数の意見に対しては、理事者側からは、役割分

担や責任分担については双方協議のうえ、基本協

定や年度協定において明確にすることになるが、

指定管理者とは繰り返し協議を行い、我々と同じ

目線で経営をしていただけるよう必要な取り決め

をする一方で、制度導入後も指定管理者以上の点

検力の養成に努めていきたいとの答弁がありまし

た。

また、複数の委員から、本条例に記載されてい

るむつ運動公園内の陸上競技場やプール、あさひ

な丘球場については、所要の整備と修繕を行って

ほしいとの要望が出されました。

次は、議案第47号 むつ市予防接種健康被害調

査委員会条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

これについて、理事者側から、本案は結核予防

法が平成19年４月１日付をもって廃止されたこと

に伴い、本条例で引用している結核予防法の文言

を削除するためのものであるとの説明がありまし

たが、委員からの質疑は特にありませんでした。

次は、議案第49号 青森県交通災害共済組合規

約の一部を変更する規約についてであります。

これについて、理事者側から、本案は地方自治

法の一部改正による助役及び収入役制度の見直し

に伴い、組合規約を変更するためのものであると

の説明がありましたが、委員からの質疑は特にあ
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りませんでした。

次は、議案第54号 平成19年度むつ市老人保健

特別会計補正予算についてであります。

これについて、理事者側から、本案は平成18年

度の老人医療費等の確定に伴い、社会保険診療報

酬支払基金交付金、国庫負担金、県負担金及び一

般会計繰出金の過不足を精算するものであるとの

説明がありましたが、委員からの質疑は特にあり

ませんでした。

次は、報告第11号 専決処分した事項の報告及

。 、び承認を求めることについてであります これは

平成18年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算

の専決処分に関する報告であり、理事者側から、

本報告は年度末に事務事業がおおむね確定したこ

とにより、決算見込みに基づき補正し、専決処分

したものであるとの説明がありました。

本報告に関連して、委員から、財政調整基金の

これまでの推移と現在高を問う質疑があり、理事

者側からは、合併協議において「負担は少なくサ

」 、ービスは高く することが決定されたこともあり

現在まで税率を据え置いている一方で当該基金を

毎年度取り崩してきており、合併当初の平成16年

度末で７億194万4,294円であった基金残高は、現

在495万8,000円になっているとの答弁がありまし

た。

なお、本報告に関連して、財政調整基金はあく

まで緊急時における支出を支持する基金として考

えるべきであり、その取り崩しには十分留意して

ほしい、また国民健康保険税の収納については担

当課でも税務課と連携をとり、今後の対応につい

ては十分考えてほしいとの２件の要望が出されま

した。

次は、報告第12号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

これは、平成18年度むつ市老人保健特別会計補

正予算の専決処分に関する報告であり、理事者側

から、本報告は年度末に事務事業が確定したこと

に伴い、当該予算を補正するため専決処分したも

のであるとの説明がありましたが、委員からの質

疑は特にありませんでした。

次は、報告第13号 専決処分した事項の報告及

び承認を求めることについてであります。

これは、平成18年度むつ市介護保険特別会計補

正予算の専決処分に関する報告であり、理事者側

から、本報告は、決算見込みにより２億3,010万

3,000円の減額補正するものであるが、これは本

会の主要な経費である保険給付費において予算編

成時に前年度決算比８％増を見込んでいたもの

の、実際には2.5％増にとどまったことが大きな

要因であるとの説明がありました。

本報告に関連して、委員から、未納額と収納を

、 、強化する対策を問う質疑があり 理事者側からは

平成17年度末現在の累積未納額は2,672万4,390円

である、また収納対策としては、未納している方

に対して、担当課より積極的に納付するように指

示しているほか、これ以上の未納が続くとペナル

ティーとして給付の制限を行わざるを得ないこと

を警告しているとの答弁がありました。

続いて、同委員から、未納に対するペナルティ

ーを受けた者がいるのかとの質疑があり、理事者

側からは、現在までペナルティーを発動した経緯

はなく、警告を行っている状況にあるとの答弁が

ありました。

以上で、教育民生常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（川端澄男） これで教育民生常任委員長の

報告を終わります。

以上で各常任委員長の報告を終わります。

ここで議事整理のため、11時25分まで暫時休憩

いたします。

午前１１時１０分 休憩
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午前１１時２５分 再開

〇議長（川端澄男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより質疑、討論、採決を行います。

先ほど一括議題といたしました21議案及び10報

、 、告については 区分して１議案１報告ごとに質疑

討論、採決を行いますので、ご了承願います。

◇議案第３３号

〇議長（川端澄男） まず、議案第33号 むつ市マ

リンハウス脇野沢条例について、産業経済常任委

員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第33号 むつ市マリンハ

ウス脇野沢条例に対し、反対討論をいたします。

本案は、むつ市マリンハウス脇野沢の管理運営

に指定管理者制度を導入するためのものでありま

す。

指定管理者制度は、官から民へという構造改革

の一つであります。指定管理者制度導入は、行政

の責任放棄であり、一たん導入された後には議会

のチェックが及びません。先日１億1,500万円と

いう巨大な指定管理料を払っているウェルネスパ

ークについての監査報告なるものが我々議員に配

られました。配られるだけであり、監査報告に対

し、もっと詳しく内容を聞いたり意見を言うとい

うものではありません。しかも、監査報告書の中

には経営状況が書かれておりません １億1,500万。

円が妥当な金額なのかどうかを監査報告書からは

判断できないのであります。

このように私たちの税金を使って運営している

にもかかわらず、議会のチェックが及ばず、行政

の責任が不明確なものとなっている指定管理者制

度導入はするべきではありません。本案に対し、

反対いたします。議員皆様方のご賛同をよろしく

お願いいたします。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第33号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者48人、起立しない者５人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第33号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３４号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第34号 むつ市か

まふせビレッジ条例について、教育民生常任委員

長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第34号に対し、前議案と

同様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第34号についてご異議がありますので、起



- 169 -

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第34号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３５号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第35号 むつ市早

掛レイクサイドヒルキャンプ場条例について、建

設常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第35号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第35号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第35号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３６号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第36号 むつ市ふ

れあい温泉川内条例について、産業経済常任委員

長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第36号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第36号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第36号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３７号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第37号 むつ市湯

野川温泉濃々園条例について、産業経済常任委員

長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）
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〇20番（横垣成年） 議案第37号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第37号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第37号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３８号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第38号 むつ市脇

野沢流通センター条例について、産業経済常任委

員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第38号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第38号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者47人、起立しない者６人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第38号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第３９号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第39号 むつ市野

平高原交流センター条例について、産業経済常任

委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第39号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第39号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第39号は委員長報告のとおり可決されまし

た。
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◇議案第４０号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第40号 むつ市ま

ちの駅かわうち条例について、産業経済常任委員

長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第40号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第40号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第40号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第４１号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第41号 むつ市育

英基金条例の一部を改正する条例について、教育

民生常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第41号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４２号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第42号 むつ市税

条例の一部を改正する条例について、総務常任委

員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第42号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４３号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第43号 むつ市行

政財産目的外使用料徴収条例の一部を改正する条

例について、総務常任委員長報告に対し、質疑に

入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第43号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４４号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第44号 むつ市釜

臥山スキー場設置条例の一部を改正する条例につ

いて、教育民生常任委員長報告に対し、質疑に入

ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番 横垣成年 議案第44号に対し 議案第33号（ ） 、

と同様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第44号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者４人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第44号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第４５号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第45号 むつ市体

育館条例の一部を改正する条例について、教育民

生常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第45号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第45号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者５人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第45号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第４６号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第46号 むつ市都

市公園条例の一部を改正する条例について、教育

民生常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 議案第46号に対し、前議案同

様の理由で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。
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〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第46号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者５人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

議案第46号は委員長報告のとおり可決されまし

た。

◇議案第４７号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第47号 むつ市予

防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する

条例について、教育民生常任委員長報告に対し、

質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第47号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４８号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第48号 むつ市脇

野沢保養センター条例の一部を改正する条例につ

いて、産業経済常任委員長報告に対し、質疑に入

ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第48号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第４９号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第49号 青森県交

通災害共済組合規約の一部を変更する規約につい

て、教育民生常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第49号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５０号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第50号 青森県市

長会館管理組合規約の一部を変更する規約につい

、 、 。て 総務常任委員長報告に対し 質疑に入ります

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第50号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５１号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第51号 青森県市

町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数

の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の

変更について、総務常任委員長報告に対し、質疑

に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第51号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５２号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第52号 青森県市

町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増

加及び青森県市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、総務常任委員長報告に対し、質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第52号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇議案第５４号

〇議長（川端澄男） 次は、議案第54号 平成19年

度むつ市老人保健特別会計補正予算について、教

育民生常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第54号は委員長報告のとおり可決されま

した。

◇報告第１１号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第11号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

、 。教育民生常任委員長報告に対し 質疑に入ります

本案は、平成18年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算について報告及び承認を求めるもので

あります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。
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本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第11号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１２号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第12号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

、 。教育民生常任委員長報告に対し 質疑に入ります

本案は、平成18年度むつ市老人保健特別会計補

正予算について報告及び承認を求めるものであり

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第12号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１３号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第13号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

、 。教育民生常任委員長報告に対し 質疑に入ります

本案は、平成18年度むつ市介護保険特別会計補

正予算について報告及び承認を求めるものであり

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第13号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１４号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第14号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

建設常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、平成18年度むつ市下水道事業特別会計

補正予算について報告及び承認を求めるものであ

ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第14号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１５号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第15号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

建設常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、平成18年度むつ市簡易水道事業特別会

計補正予算について報告及び承認を求めるもので

あります。



- 176 -

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第15号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１６号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第16号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

総務常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、むつ市税条例の一部を改正する条例に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） 報告第16号 専決処分した事

項の報告及び承認を求めることについて反対いた

します。

本案は、バリアフリー改修に係る固定資産税の

軽減措置の実施といういい面はあるものの、一つ

には国民健康保険税の最高限度額を53万円から

56万円に引き上げるというものであります。これ

により240世帯が総額720万円の負担増になるとい

います。

また、もう一つには、国が進める株取引優遇税

制の期間を延長するというものであります。今回

定率減税廃止により全国で１兆7,000億円が増税

になりました。その一方、こうした株取引をする

資産家に対し減税する金額は約１兆円と言われて

おります。お金は世間を回ると言いますが、自民

党政治がお金の回り方をいじくり、庶民からお金

を巻き上げ、資産家だけに回るようにしむけてい

るのであります。

国の悪政に迎合する本案に対し、反対いたしま

す。議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたし

ます。

〇議長（川端澄男） これで横垣成年議員の討論を

終わります。

以上で討論を終わります。

これより採決に入ります。

報告第16号についてご異議がありますので、起

立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者43人、起立しない者11人）

（ ） 。 、〇議長 川端澄男 起立多数であります よって

報告第16号は委員長報告のとおり承認されまし

た。

◇報告第１７号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第17号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

総務常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、むつ市半島振興対策実施地域に係る固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正す

る条例について報告及び承認を求めるものであり

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま
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せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第17号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１８号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第18号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

総務常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村過

疎地域における固定資産税の特別措置に関する条

例の一部を改正する条例について報告及び承認を

求めるものであります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第18号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第１９号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第19号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

総務常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、むつ市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について報告及び承認を求めるも

のであります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第19号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◇報告第２１号

〇議長（川端澄男） 次は、報告第21号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて、

建設常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

本案は、平成19年度むつ市用地造成事業会計補

正予算について報告及び承認を求めるものであり

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は承認であります。

委員長報告のとおり承認することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第21号は委員長報告のとおり承認されま

した。

◎日程第33～日程第35 議員提出議案

上程、提案理由説明、質疑、討論、

採決

◇議員提出議案第２号

〇議長（川端澄男） 次は、日程第33 議員提出議

案第２号 清く、明るく、正しい選挙宣言都市に

関する決議を議題といたします。
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提出者から提案理由の説明を求めます。23番川

下八十美議員。

（23番 川下八十美議員登壇）

〇23番（川下八十美） 清く、明るく、正しい選挙

宣言都市に関する決議案。議員提出議案第２号

清く、明るく、正しい選挙宣言都市に関する決議

について、決議案の趣旨と提案理由の説明をさせ

ていただきます。

選挙は民主政治の基盤であり、民主主義の健全

な発達は、選挙が明正、かつ適正に行われて初め

て達成されるものである。

しかしながら、最近に於ける選挙の実態は、依

然としてその腐敗の度、甚だしく、このまま推移

すれば市民の政治への不信は、誠に憂慮すべき事

態に立ち至るかもしれない。

かかる事態に鑑み、選挙違反を追放し、明正選

挙を実現することにより、民主政治の道を大きく

切り開くべきである。

よって、本市議会の決議をもって、明正選挙都

市たることを宣言し、市民の希望と熱意を結集し

て、これが実現を期するよう一層努力することを

誓い合う。

目標名題は 「清く、明るく、正しい選挙宣言、

都市 むつ市」とする。

以上、決議する。

これが本決議案の趣旨でありますが、なぜ今こ

の時期にご提案を申し上げましたかというその理

由の一端を申し上げ、議員各位のご理解とご賛同

を賜りたいと存じます。

我々在任特例期限内の議会も余すところあと１

回だけの９月定例会を残すのみとなりました。こ

の間来月15日には新市長が誕生し、臨時会が開催

されるとはいうものの、本６月定例会もいよいよ

もって本日限りとなってしまいました。この重大

なときに当たり、川端澄男新議長のもとでの初議

会で、いまだかつてむつ市議会史上一度もなかっ

た都市宣言である本決議案が、幸いにして皆々様

方議員各位のご賛同を得て可決、成立されるなら

ば、まことに意義深く、それが永遠に我がむつ市

議会の歴史の１ページにきっちりと刻されるであ

ろうことを私は心から信じて疑わぬものでありま

す。願わくは議員各位のご賛同を賜った暁には、

新しい市長のもとで、将来きっと建設されるであ

ろう新しい市役所の本庁舎正面に、目標名題であ

「 、 、 」る 清く 明るく 正しい選挙宣言都市 むつ市

としっかりと明示していただき、新生むつ市のさ

らなる発展をこいねがい、未来永劫に向かい、市

民一丸となって一歩一歩確実に前進してまいり、

市民一体が住みよい立派なむつ市をつくっていこ

うとみんなで手をとり合っていこうではありませ

んか。

何とぞ議員各位のご賛同を心のしんよりよろし

くお願いを申し上げまして、私の決議案の趣旨と

提案理由の説明にかえさせていただきます。よろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（川端澄男） これで提案理由の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第２号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第２号は委員会への付託を省略

することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第２号 清く、明るく、正しい

選挙宣言都市に関する決議は原案のとおり可決さ

れました。

◇議員提出議案第３号

〇議長（川端澄男） 次は、日程第34 議員提出議

案第３号 日豪、日米などＦＴＡ・ＥＰＡ促進路

線の転換と、自給率向上にむけた施策の強化を求

める意見書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。19番久

保田昌司議員。

（19番 久保田昌司議員登壇）

（ ） 、〇19番 久保田昌司 議員提出議案第３号 日豪

日米などＦＴＡ・ＥＰＡ促進路線の転換と、自給

率向上にむけた施策の強化を求める意見書につい

て、意見書案の朗読をもって提案理由にかえさせ

ていただきます。

政府の経済財政諮問会議（グローバル化改革専

門調査会ＥＰＡ・農業ワーキンググループ）は５

月８日 「ＥＰＡ交渉の加速、農業改革の強化」、

と題する第一次報告をまとめ、公表しました。同

報告は、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合 、オ）

ーストラリアに加えて、中国、韓国、インド、ニ

ュージーランドとのＥＰＡ（経済連携協定）を求

、 （ 、め さらにＡＰＥＣ アジア太平洋経済協力会議

21カ国）レベルやアメリカとのＥＰＡ促進を要求

しています。とくに日米ＥＰＡについては 「米、

国からの輸入農産物は、米、小麦、豚肉等、我が

国の農業への影響が大きいものが多い」ことを認

、「 」めながら 日米ＥＰＡの締結は今後の重要課題

だとして 「産官学の共同研究……を早急に」始、

めるべきだとのべています。これは、財界・多国

籍企業が求めるＥＰＡ加速化を至上目的にして日

本農業を犠牲にするということにほかなりませ

ん。

同ワーキンググループに農水省が提出した試算

によると、完全自由化（関税撤廃）した場合、現

在40％の食料自給率は12％まで低下。米９割減、

小麦99％減、牛乳88％減、牛肉79％減、豚肉７割

減など、主要な農産物は軒並み壊滅的な打撃を受

。 、 、けます これでは地域経済も崩壊し 産業のない

人の住めない農村になってしまうでしょう。

報告が 「農地を株式会社に現物出資して株式、

を取得する仕組み」を提案し、農地制度の解体、

大企業による農地支配を認めよと要求しているこ

とも重大です 「グローバル化への対応」として。

「農業の構造改革の加速」を声高に求めています

が、水田中心の日本農業を持続的に発展させてい

くには家族経営農業が最適であり、株式会社が農

業に参入すればコストが下がるというのは、農業

の現場を知らない者の虚言でしかありません。

最近のバイオ燃料ブームを背景にした家畜飼料

や大豆製品、食用油などの値上げを見るまでもな

く、食料を輸入に頼る危うさは明らかです。国内

生産を拡大して食料自給率を向上させることこ

そ、食料を安定的に手に入れる確かな道です。

よって、下記の事項について地方自治法第99条

の規定に基づき意見書を提出いたします。

（１）政府は日豪ＥＰＡ交渉を中止し、日米ＥＰ

Ａ締結に向けた共同研究をやらないこと。

（２）政府はＦＴＡ・ＥＰＡ促進路線を転換し、

国内生産を拡大して食料自給率を向上させ

るための施策を強めること。

以上が提案理由であります。議員皆様方のご賛

同をよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川端澄男） これで提案理由の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。
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お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第３号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第３号は委員会への付託を省略

することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第３号 日豪、日米などＦＴＡ

・ＥＰＡ促進路線の転換と、自給率向上にむけた

施策の強化を求める意見書は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

、 、 、 、大臣 経済産業大臣 農林水産大臣 衆議院議長

、 。参議院議長 その他関係機関としたいと思います

ご了承願います。

◇議員提出議案第４号

〇議長（川端澄男） 次は、日程第35 議員提出議

案第４号 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反

対し、国内での全頭検査を維持する予算措置の継

続を求める意見書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。19番久

保田昌司議員。

（19番 久保田昌司議員登壇）

〇19番（久保田昌司） 議員提出議案第４号 アメ

リカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、国内での

全頭検査を維持する予算措置の継続を求める意見

書について、意見書案の朗読をもって提案理由に

かえさせていただきます。

日米の農政担当者は４月に電話会談を行い、ア

メリカ側が食肉処理施設の査察を受け入れるかわ

りに、日本が輸入時に行っていた全箱確認を中止

することで合意しました。また、米国のジョハン

ズ農務長官が20カ月齢以下という月齢制限の撤廃

を要求したのに対して、日本側は検討を約束し、

この直後に行われた安倍首相とブッシュ大統領の

首脳会談でも同様の確認をしました。

しかし、昨年７月のアメリカ産牛肉の輸入再々

開後、胸腺の混入をはじめ４件も、アメリカ側の

輸出条件違反が続発しています。これらはすべて

全箱確認によって明らかになったもので、全箱確

認をやめてしまえば違反は見過ごされ、危険な牛

肉も素通りの状態になってしまいます。

そもそも、違反が繰り返される背景には、アメ

リカのＢＳＥ対策の構造的な欠陥があります。国

民の健康と食の安全を守るには、食肉処理施設の

査察や全箱確認の継続は当然であり、ずさんな飼

料規制をはじめとする同国のＢＳＥ対策が抜本的

に改善されないかぎり、月齢制限の撤廃など輸入

条件の緩和はとうてい認められません。

さらに厚生労働省が、都道府県が独自に行って

いる20カ月齢以下の牛のＢＳＥ検査に対する助成

を次年度以降、打ち切ろうとしていることも重大

です。都道府県による検査は、国が20カ月齢以下

を検査対象から外すなかで、国民の強い願いであ

る全頭検査を維持するものとして行われてきまし

た。

、 、国民の願いは あくまで全頭検査の継続であり

万全のＢＳＥ対策に国がしっかり責任を持つこと

です。そして、不当なアメリカの圧力に屈せず、

必要な安全対策をやるよう、毅然とした態度で同

国に要求することです。

よって、下記の事項について地方自治法第99条

の規定に基づき意見書を提出いたします。

（１）アメリカ産牛肉の輸入時における全箱確認
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を継続し、月齢制限など輸入条件の緩和を求

めるアメリカの要求に応じないこと。

（２）都道府県が行う20カ月齢以下の牛のＢＳＥ

検査に対する国の助成を継続すること。

以上が提案理由であります。議員皆様方のご賛

同をよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川端澄男） これで提案理由の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第４号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第４号は委員会への付託を省略

することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議員提出議案第４号 アメリカ産牛肉の輸入

条件の緩和に反対し、国内での全頭検査を維持す

る予算措置の継続を求める意見書は原案のとおり

可決されました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

、 、 、 、大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 衆議院議長

、 。参議院議長 その他関係機関としたいと思います

ご了承願います。

◎日程第36 請願の閉会中の継続審査

〇議長（川端澄男） 次は、日程第36 請願の閉会

中の継続審査を議題といたします。

建設常任委員長から現在委員会において審査中

、 、の事件について 会議規則第105条の規定により

お手元に配布しました文書のとおり、閉会中の継

続審査の申し出があります。

お諮りいたします。建設常任委員長から申し出

のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査とすることに決定いたしました。

◎日程第37 議員派遣について

〇議長（川端澄男） 次は、日程第37 議員派遣に

ついてを議題といたします。

本件は、地方自治法第100条第12項及び会議規

則第159条の規定により、平成19年度下北林活議

員連盟定期総会の出席並びに青森県、青森県議会

及び国等関係機関への要望活動を行うため、議員

を派遣するものであります。

お諮りいたします。お手元に配布のとおり議員

を派遣することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布のとおり議員を派遣することに

決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（川端澄男） これで、本定例会に付議され

た事件はすべて議了いたしました。

以上で、むつ市議会第192回定例会を閉会いた

します。
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午後 零時３５分 閉会
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